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個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、

事
業
主(

給
与
支
払
者)

が
所
得
税

の
源
泉
徴
収
と
同
じ
よ
う
に
、
従
業

員
に
代
わ
り
、
毎
月
従
業
員
に
支
払

う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
差
し
引

き(

給
与
天
引
き)

、
納
入
し
て
い
た

だ
く
制
度
で
す
。

　
地
方
税
法
等
の
規
定
に
よ
り
、
所

得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
義
務
の
あ
る

事
業
主
に
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
茨
城
県
と
県
内
す
べ
て
の
市

町
村
で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
一
斉

に
原
則
特
別
徴
収
に
よ
り
納
め
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
特
別
徴
収
の
場
合
は
、
従
業
員
が

金
融
機
関
に
出
向
く
手
間
が
省
け
る

な
ど
、
納
税
者
の
利
便
向
上
に
つ
な

が
り
ま
す
。
事
業
主
の
み
な
さ
ん
に

は
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

ごかの
　お知らせ
役場の代表電話は☎（84）1111です

１
日
に
行
い
ま
す
。

※�

短
期
被
保
険
者
証
と
は

　�

通
常
の
被
保
険
者
証
よ
り
有
効
期

間
が
短
く
、
町
と
の
誓
約
等
に
基

づ
い
た
定
期
的
な
更
新(

納
税)

が

必
要
と
な
り
ま
す
。

※�

被
保
険
者
資
格
証
明
書
と
は

　�

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

事
の
み
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。

医
療
機
関
で
受
診
を
し
た
際
、
か

か
っ
た
医
療
費
の
10
割
を
負
担
い

た
だ
き
、
後
日
、
領
収
証
を
役
場

窓
口
に
持
参
し
、
療
養
費
支
給
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
７
割
分
の

償
還
払
い
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

(

町
か
ら
の
お
願
い)

　�

国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
全
員

の
相
互
扶
助
で
成
り
立
っ
て
い
る

医
療
保
険
制
度
で
す
。
そ
の
財
源

と
な
る
国
民
健
康
保
険
税
の
収

納
確
保
は
、
制
度
を
維
持
し
て
い

く
う
え
で
、
ま
た
加
入
者
間
の
公

平
を
図
る
う
え
で
重
要
な
こ
と
で

す
。
何
卒
、
制
度
を
ご
理
解
い
た

だ
き
、
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い

る
被
保
険
者
に
対
し
、
通
常
の
被
保

険
者
証
に
代
え
て
「
短
期
被
保
険
者

証
」
や
「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」

の
交
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
短
期
被
保
険
者
証
へ
の
切
り
替

え
は
、
６
月
の
時
点
で
保
険
税
を
滞

納
し
て
い
る
世
帯
へ
「
短
期
被
保
険

者
証
へ
の
切
替
予
告
通
知
」
を
発
送

し
、
指
定
期
日
ま
で
に
納
付
、
相
談

等
が
無
い
場
合
、
切
り
替
え
を
８
月

お
し
ら
せ

No.586

国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
す

る
と
短
期
被
保
険
者
証
等
へ

切
り
替
え
に
な
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

を
発
送
し
ま
す

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

(

給
与
天
引
き)

に
ご
協
力

く
だ
さ
い

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定

通
知
書
の
発
送
は
７
月
12
日
㈮
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
保
険
料
率
は
茨
城

県
内
一
律
と
な
っ
て
お
り
、
医
療
費

の
増
加
等
を
反
映
し
2
年
ご
と
に
見

直
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
６
年
度
・
令
和
７
年
度
の
保

険
料
率
・
均
等
割
額
は
次
の
と
お
り

で
す
。

※�

賦
課
の
も
と
と
な
る
金
額
と
は
、

総
所
得
金
額
か
ら
基
礎
控
除
額
を

差
し
引
い
た
金
額
で
す
。

　�

賦
課
限
度
額
は
令
和
５
年
度
の

66
万
円
か
ら
令
和
６
年
度
は
73
万

円(

令
和
６
年
度
に
新
た
に
75
歳
に

到
達
す
る
方
は
80
万
円)

、
令
和
７

年
度
は
80
万
円
と
な
り
ま
す
。

○�

令
和
６
年
度
の
均
等
割
額
の
軽
減

に
つ
い
て

　�

世
帯
の
所
得
水
準
に
あ
わ
せ
て
、

次
の
と
お
り
均
等
割
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

区分 令和4・5年度

均等割額 46,000円

所得割率 8.50％

令和６年度 令和７年度
※�所得割率は賦課

のもととなる金
額によらず、統
一されます。

賦課のもとと
なる金額が
58万円以下の方

賦課のもとと
なる金額が
58万円超の方

��47,500円
(+1,500円) 47,500円

9.00%
(＋0.50％)

9.66%
(＋1.16％) 9.66%

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等の合算額が次の場合
軽減
割合

①43万円＋「10万円×（給与所得者等の数－１）」
以下の世帯

７割

②43万円＋「10万円×（給与所得者等の数－１）」
＋「29万５千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割

③�43万円＋「10万円×（給与所得者等の数－１）」
＋「54万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割




